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近年、毎年のように全国各地で自然災害が頻発
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気候変動による水災害の激甚化・頻発化が懸念
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気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について 答申（令和２年７月）
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施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪水に備える、水防災意識社会の再構築
洪水防御の効果の高いハード対策と命を守るための避難対策とのソフト対策の組合せ

今後も水災害が激化。これまでの
水災害対策では安全度の早期向上
に限界があるため、整備の加速と、
対策手法の充実が必要。

気候変動の影響

人口減少や少子高齢化が進む中、
「コンパクト+ネットワーク」を
基本とした国土形成により地域の
活力を維持するためにも、水災害
に強い安全・安心なまちづくりが
必要。

社会の動向

5GやAI技術やビッグデータの活
用、情報通信技術の進展は著しく、
これらの技術を避難行動の支援や
防災施策にも活用していくことが
必要。

技術革新

これまでの対策

こ
れ
か
ら
の
対
策

気候変動を踏まえた、計画の見直し

持続可能性

将来にわたり、継続的に対策に
取組、社会や経済を発展させる

河川の流域全体のあらゆる関係者が協働して
流域全体で行う持続可能な治水対策

「流域治水」への転換

強靭性

甚大な被害を回避し、早期復旧・
復興まで見据えて、事前に備える

包摂性

あらゆる主体が協力して
対策に取り組む

変

化

対策の
重要な
観点

出典:気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について答申をもとに作成



「流域治水」の考え方

4出典:気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について答申をもとに作成

氾濫をできるだけ防ぐための対策

被害対象を減少させるための対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策



流域治水プロジェクトに基づく事前防災の加速
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流域治水プロジェクトの策定に向けた岡山三川での進め方
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流域治水プロジェクトの策定に向けた岡山三川での進め方
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流域治水プロジェクトの策定に向けた岡山三川での進め方
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流域治水プロジェクトの策定に向けた岡山三川での進め方









※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

凡例

浸水範囲（平成10年洪水実績）

大臣管理区間

【位置図】

吉井川

金剛川

おかやま

岡山市

あかいわ

赤磐市

わ け

和気町

堤防補強（浸透対策）

河道掘削

河道掘削

築堤

耐震対策

高潮対策

耐震対策

せとうち

瀬戸内市

びぜん

備前市

岡山市瀬戸町

赤磐市福田（指定区間）

平成10年10月台風10号
全半壊流失14戸、床上浸水3,229戸、床下浸水
2,661戸（吉井川流域）

築堤

築堤

高潮対策耐震対策

築堤

築堤築堤

築堤

築堤

■河川における対策
国の対策内容 高潮対策、耐震対策、築堤、

河道掘削、堤防補強（浸透対策） 等

※今後、関係機関と連携し、県管理区間の河川改修を追加予定

平成30年7月梅雨前線

吉井川水系流域治水プロジェクト（素案）
～岡山東部の経済・文化の流通拠点を守る治水対策の推進～

○ 令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、吉井川水系においても、事前防災対策
を進める必要があることから、以下の取り組みを実施していくことで、戦後最大の平成10年10月洪水と同規模の洪水を安全に流し、流域に
おける浸水被害の軽減を図る。

堤防補強（浸透対策）

堤防補強（浸透対策）
堤防補強（浸透対策）

堤防補強（浸透対策）

堤防補強（浸透対策）

堤防補強（浸透対策）

■ソフト対策のイメージ
・水位計・監視カメラの設置
・マイ・タイムラインの作成 等
※今後、関係機関と連携し対策検討

■流域における対策のイメージ
・下水道等の排水施設、雨水貯留施設の整備
・既存ダムの洪水調節機能の強化
・土地利用規制・誘導（災害危険区域等） 等
※今後、関係機関と連携し対策検討
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護
岸
損
壊

裏
法
崩
れ

旭川

百間川

旭川
凡例

浸水範囲（昭和４７年7月洪水実績）

大臣管理区間

築堤

築堤

築堤

河道掘削

築堤

【位置図】

旭川中上流ダム再生事業

昭和４７年７月梅雨前線
流失家屋25戸、床上浸水1,225戸、床下浸水3,084戸

平成30年７月梅雨前線
床上浸水2,226戸、床下浸水3,842戸（岡山市内）

岡山市内国ヶ原地区（県管理区間）

岡山市京橋地区

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

■河川における対策
国の対策内容 築堤、河道掘削、旭川中上流ダム再生 等

※今後、関係機関と連携し、県管理区間の河川改修を追加予定

築堤

河道掘削

旭川水系流域治水プロジェクト（素案）
～岡山の政治・経済・文化の中心地を守る治水対策の推進～

○ 令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、旭川水系においても、事前防災対策を
進める必要があることから、以下の取り組みを実施していくことで、戦後最大の平成30年7月豪雨による洪水と同規模の洪水に対し、下流
地区の浸水被害の防止又は軽減、中流地区及び百間川の浸水被害を防止し、流域における浸水被害の軽減を図る。

■ソフト対策のイメージ
・水位計・監視カメラの設置
・マイ・タイムラインの作成 等
※今後、関係機関と連携し対策検討

■流域における対策のイメージ
・下水道等の排水施設、雨水貯留施設の整備
・既存ダムの洪水調節機能の強化
・土地利用規制・誘導（災害危険区域等） 等

※今後、関係機関と連携し対策検討
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高梁川水系流域治水プロジェクト（素案）
～平成３０年７月豪雨災害からの一日も早い復旧・復興と岡山の観光・工業の中心地を守る治水対策の推進～

河道掘削

旗揚げの凡例は必ず上
記に統一

築堤（高潮堤）

河道掘削

築堤（断面確保）

小
田
川

くらしき

倉敷市

そうじゃ

総社市

堤防補強（浸透対策）

河道掘削

河道掘削

高梁川

【位置図】

築堤（断面確保）

築堤（断面確保）

笠井堰左岸堰改築

築堤（断面確保）

堤防補強（浸透対策）

高梁川派川

真備緊急治水対策プロジェクト

凡例

堤防決壊箇所（国）

堤防決壊箇所（県）

浸水範囲（平成30年7月洪水実績）

大臣管理区間

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

小田川

倉敷市真備町

堤防決壊

■河川における対策
国の対策内容 築堤（高潮堤）、築堤（断面確保）、堤防補強（浸透対策）、

河道掘削、笠井堰左岸堰改築、真備緊急治水対策プロジェクト（国） 等

※今後、関係機関と連携し、県管理区間の河川改修を追加予定

○ 令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、高梁川水系においても、事前防災対策
を進める必要があることから、以下の取り組みを実施していくことで、戦後最大の平成30年7月豪雨による洪水と同規模の洪水に対して、
堤防からの越水を回避し、流域における浸水被害の軽減を図る。

平成30年７月梅雨前線

建物浸水被害:約4,600棟

（住家・非住家・床上浸水・床下浸水等内訳は確認中）※平成30年7月現在

■ソフト対策のイメージ
・水位計・監視カメラの設置
・マイ・タイムラインの作成 等
※今後、関係機関と連携し対策検討

■流域における対策のイメージ
・下水道等の排水施設、雨水貯留施設の整備
・既存ダムの洪水調節機能の強化
・土地利用規制・誘導（災害危険区域等） 等
※今後、関係機関と連携し対策検討
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吉井川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 
 

吉井川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 規約（改定案） 

 
（名称） 

第１条 本会は、水防法（昭和 24 年６月４日法律第 193 号）第 15 条の９及び 10 に基づき組織

することとし、「吉井川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」（以下「協議会」という。）と

称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、吉井川水系における堤防の決壊や越水等に伴う大規模な浸水被害に備え、隣

接する市町村や県、国等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト

対策を一体的かつ計画的に推進し、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」を再構築する

ことを目的とする。 

２ 近年の激甚な水害や、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、吉井川流域において、あ

らゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進

するための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の実施事項） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。  

一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報と、現状の減災に係る取組状況等の共有 

二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排除を実現するために各

機関がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた「地域の取組方針」の作成・共有 

三 「地域の取組方針」に基づく対策の実施状況のフォローアップ 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項 

五 吉井川流域で行う流域治水の全体像の共有、「流域治水プロジェクト」の策定・公表・フォ

ローアップ及びその他流域治水に関して必要な事項 

 

（協議会） 

第４条 協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。 

２ 協議会は、第 1 項によるもののほか、必要に応じて委員以外の者の出席を要請し、意見を聴

くことができる。 

 

（幹事会） 

第５条 協議会の円滑な運営を行うため、協議会の下に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる構成員をもって構成する。 

３ 幹事会は、第２項によるもののほか、必要に応じて構成員以外の者の出席を要請し、意見を

聴くことができる。 

 

（ダム部会） 

第６条 吉井川水系における既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた取組にあたり必要となる治

水協定等について協議を行うため、ダム部会を置く。 

２ ダム部会は、部会設置要綱に基づき、会議運営を行うものとする。 
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（流域治水部会） 

第７条 吉井川流域において、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、

「流域治水」を計画的に推進するための検討・実施状況の確認等を行うため、流域治水部会を  

置く。 

２ 流域治水部会は、部会設置要綱に基づき、会議運営を行うものとする。 

 

（会議の公開） 

第８条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては、協

議会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより、公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第９条 協議会に提出された資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、 

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て 

公表しないものとする。  

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、公

表するものとする。 

 

（事務局） 

第１０条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、中国地方整備局岡山河川事務所及び岡山県土木部河川課が務める。 

 

（雑則） 

第１１条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、協議

会で定めるものとする。 

 

（附則） 本規約は、平成２８年８月４日から施行する。 

改正 平成３０年 ２月 ２日（第１条改正） 

改正 平成３０年 ５月１６日（第５条別表改正） 

改正 令 和 元 年 ５月２９日（国と県の協議会の統合） 

改正 令 和 元 年 ７月２５日（第４条別表、第５条別表改正） 

改正 令 和 ２ 年 １月３１日（ダム部会の設置） 

改正 令 和 ２ 年 ６月１２日（第５条別表改正） 

改定 令 和 ２ 年 ８月 ７日（流域治水部会の設置） 
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別表１ 
吉井川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 

 

（委員）岡山市長 

津山市長 

 備前市長 

 瀬戸内市長 

     赤磐市長 

 美作市長 

      和気町長 

鏡野町長 

勝央町長 

奈義町長 

西粟倉村長 

美咲町長  

岡山県 危機管理監 

岡山県 土木部長 

気象庁 岡山地方気象台長  

国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所長 

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所長 

 国土交通省 中国地方整備局 苫田ダム管理所長 

 

 

（オブザーバー）国土交通省 中国地方整備局 河川部 
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別表２ 
吉井川水系大規模氾濫時の減災対策幹事会 

 
（構成員）岡山市 危機管理室長 

岡山市 下水道河川局 下水道河川計画課 河川防災担当課長 

津山市 総務部長 

津山市 都市建設部長 

備前市 市長公室長 

備前市 建設部長 

瀬戸内市 総務部参与兼危機管理課長 

瀬戸内市 産業建設部長 

赤磐市 総務部長 

         赤磐市 建設事業部長 

美作市 危機管理監 

美作市 建設部長 

和気町 総務部 総務課 危機管理室長 

和気町 産業建設部 都市建設課長 

鏡野町 危機管理監 

鏡野町 建設課長  

勝央町 総務部参事 

勝央町 産業建設部参事 

奈義町 総務課長 

奈義町 地域整備課長 

西粟倉村 総務企画課長 

西粟倉村 建設課長 

美咲町 くらし安全課長 

美咲町 建設課長 

岡山県  危機管理課長 

岡山県 土木部 河川課長  

岡山県 土木部 防災砂防課長 

気象庁  岡山地方気象台  防災管理官 

国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所  副所長 

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所  総括保全対策官 

国土交通省 中国地方整備局 苫田ダム管理所 専門官 
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旭川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 
 

旭川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 規約（改定案） 
 

（名称） 

第１条 本会は、水防法（昭和 24 年 6 月 4 日法律第 193 号）第 15 条の９及び 10 に基づき組織

することとし、「旭川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」（以下「協議会」という。）と称

する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、旭川水系における堤防の決壊や越水等に伴う大規模な浸水被害に備え、隣接

する市町村や県、国等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対

策を一体的かつ計画的に推進し、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」を再構築するこ

とを目的とする。 

２ 近年の激甚な水害や、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、旭川流域において、あ

らゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進

するための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の実施事項） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。  

一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報と、現状の減災に係る取組状況等の共有 

二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排除を実現するために各

機関がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた「地域の取組方針」の作成・共有 

三 「地域の取組方針」に基づく対策の実施状況のフォローアップ 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項 

五 旭川流域で行う流域治水の全体像の共有、「流域治水プロジェクト」の策定・公表・フォロ

ーアップ及びその他流域治水に関して必要な事項 

 

（協議会） 

第４条 協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。 

２ 協議会は、第 1 項によるもののほか、必要に応じて委員以外の者の出席を要請し、意見を聴く

ことができる。 

 

（幹事会） 

第５条 協議会の円滑な運営を行うため、協議会の下に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる構成員をもって構成する。 

３ 幹事会は、第２項によるもののほか、必要に応じて構成員以外の者の出席を要請し、意見を聴

くことができる。 

 

（ダム部会） 

第６条 旭川水系における既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた取組にあたり必要となる治水

協定等について協議を行うため、ダム部会を置く。 

２ ダム部会は、部会設置要綱に基づき、会議運営を行うものとする。 
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（流域治水部会） 

第７条 旭川流域において、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、

「流域治水」を計画的に推進するための検討・実施状況の確認等を行うため、流域治水部会を

置く。 

２ 流域治水部会は、部会設置要綱に基づき、会議運営を行うものとする。 

 

（会議の公開） 

第８条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては、協

議会に諮り、非公開とすることができる。  

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより、公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第９条 協議会に提出された資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、 

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て 

公表しないものとする。  

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を 

得た後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第１０条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、中国地方整備局岡山河川事務所及び岡山県土木部河川課が務める。 

 

（雑則） 

第１１条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、協議 

会で定めるものとする。 

 

（附則） 本規約は、平成２８年８月４日から施行する。 

改正 平成３０年 ２月 ２日（第１条改正） 

改正 平成３０年 ５月１６日（第５条別表改正） 

改正 令 和 元 年 ５月２９日（国と県の協議会の統合） 

改正 令 和 ２ 年 １月３１日（ダム部会の設置） 

改定 令 和 ２ 年 ８月 ７日（流域治水部会の設置） 
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別表１ 

 

旭川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 

 

（委員）岡山市長 

玉野市長 

赤磐市長 

真庭市長 

新庄村長 

久米南町長 

美咲町長 

吉備中央町長 

岡山県  危機管理監 

岡山県  土木部長 

気象庁  岡山地方気象台長  

国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所長 

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所長 

 

（オブザーバー）鏡野町 

        国土交通省 中国地方整備局 河川部 
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別表２ 
 

旭川水系大規模氾濫時の減災対策幹事会 
 

（構成員）  岡山市 危機管理室長 

岡山市 下水道河川局 下水道河川計画課 河川防災担当課長 

玉野市 総務部長 

玉野市 建設部長 

赤磐市 総務部長 

赤磐市 建設事業部長 

真庭市 危機管理監 

真庭市 建設部長 

新庄村 総務企画課長 

新庄村 産業建設課長 

久米南町 総務企画課長 

久米南町 建設水道課長 

美咲町 くらし安全課長 

美咲町 建設課長 

吉備中央町 総務課長 

吉備中央町 建設課長 

岡山県 危機管理課長 

岡山県 土木部 河川課長  

岡山県 土木部 防災砂防課長 

気象庁  岡山地方気象台  防災管理官 

国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所 副所長 

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所 総括保全対策官 

 

（オブザーバー）鏡野町 
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高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 

 

高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 規約（改定案） 

 

（名称） 

第１条 本会は、水防法（昭和 24 年 6 月 4 日法律第 193 号）第 15 条の９及び 10 に基づき組

織することとし、「高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」（以下「協議会」という。）

と称する。 

 
（目的） 

第２条 協議会は、高梁川水系における堤防の決壊や越水等に伴う大規模な浸水被害に備え、隣

接する市町や県、国及びダム管理者等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対

策とソフト対策を一体的かつ計画的に推進し、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」を再

構築することを目的とする。 
２ 近年の激甚な水害や、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、高梁川流域において、あ

らゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進す

るための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の実施事項） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報と、現状の減災に係る取組状況等の共有 

二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排除を実現するために各

機関がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた「地域の取組方針」の作成・共有 

三 「地域の取組方針」に基づく対策の実施状況のフォローアップ 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項 

五 高梁川流域で行う流域治水の全体像の共有、「流域治水プロジェクト」の策定・公表・フォ

ローアップ及びその他流域治水に関して必要な事項 

 

（協議会） 

第４条 協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。 

２ 協議会は、第 1 項によるもののほか、必要に応じて委員以外の者の出席を要請し、意見を聴く

ことができる。 

 

（幹事会） 

第５条 協議会の円滑な運営を行うため、協議会の下に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる構成員をもって構成する。 

３ 幹事会は、第２項によるもののほか、必要に応じて構成員以外の者の出席を要請し、意見を聴

くことができる。 

 

（真備部会） 

第５条２ 真備地区について緊急対策に係る取り組みの検討を行うため、真備部会を置く。 

２ 真備部会は、真備部会設置要綱に基づき、会議運営を行うものとする。 
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（防災行動計画検討部会） 

第５条３ 高梁川流域における大規模氾濫時の事前防災行動計画の検討を行うため、防災行動計

画検討部会を置く。 

２ 防災行動計画検討部会は、部会設置要綱に基づき、会議運営を行うものとする。 
 
（ダム部会） 

第６条 高梁川水系における既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた取組にあたり必要となる治

水協定等について協議を行うため、ダム部会を置く。 

２ ダム部会は、部会設置要綱に基づき、会議運営を行うものとする。 

 

（流域治水部会） 

第７条 高梁川流域において、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、

「流域治水」を計画的に推進するための検討・実施状況の確認等を行うため、流域治水部会を置

く。 

２ 流域治水部会は、部会設置要綱に基づき、会議運営を行うものとする。 

 

（会議の公開） 

第８条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては、協議

会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより、公開と見なす。 

３ 各部会の会議及び会議資料の公開については、各部会の設置要綱に基づくものとする。 

 

（協議会資料等の公表） 

第９条 協議会に提出された資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人情報

等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しないものとす

る。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、公表す

るものとする。 

 

（事務局） 

第１０条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、中国地方整備局岡山河川事務所及び岡山県土木部河川課が務める。 

 

（雑則） 

第１１条この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、協議会で定

めるものとする。 

 

（附則） 本規約は、平成２８年８月４日から施行する。 

改正 平成２９年 ５月２２日（第４条別表改正） 

改正 平成３０年 ２月  ２日（第１条改正） 

改正 平成３０年 ５月１６日（第５条別表改正） 

改正 平成３０年１０月３１日（真備部会の設置） 

改正 平成３０年１２月２７日（減災対策協議会の再編、防災行動計画検討部会の設置） 
改正 令 和 元 年 ５月２９日（構成市町の追加等） 
改正 令 和 ２年 1 月３１日（ダム部会の設置） 

改正 令 和 ２年 ６月１２日（第４条別表、第５条別表改正） 

改定 令 和 ２年 ８月 ７日（流域治水部会の設置） 
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別表１ 

高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 

 

（委員）倉敷市長 

    笠岡市長 

    井原市長 

総社市長 

高梁市長 

新見市長 

浅口市長 

早島町長 

里庄町長 

矢掛町長 

岡山県 危機管理監 

岡山県 土木部長 

中国電力株式会社 東部水力センター所長 

気象庁 岡山地方気象台長 

農林水産省 中国四国農政局 地方参事官（特命・事業計画） 

国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所長 

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所長 

国土交通省 中国地方整備局 高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所長 

 

（オブザーバー） 

広島県 

国土交通省 中国地方整備局 河川部  
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別表２ 

高梁川水系大規模氾濫時の減災対策幹事会 

 

（構成員）倉敷市 総務局参与 

倉敷市 土木部長 

笠岡市 危機管理部長 

笠岡市 建設部長 

井原市 総務部長（兼）危機管理監 

井原市 建設部長 

総社市 危機管理室長 

総社市 建設部長 

高梁市 政策監 

高梁市 産業経済部長 

新見市 総務部長 

新見市 建設部長 

浅口市 企画財政部長 

浅口市 産業建設部長 

早島町 総務課長 

早島町 建設農林課長 

里庄町 総務課長 

里庄町 農林建設課長 

矢掛町 総務企画課長 

矢掛町 建設課長 

岡山県 危機管理課長 

岡山県 土木部 河川課長 

岡山県 土木部 防災砂防課長 

中国電力株式会社 東部水力センター 土木第六課長 

気象庁 岡山地方気象台 防災管理官 

農林水産省中国四国農政局農村振興部 設計課 水利計画官 

国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所 副所長 

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所 総括保全対策官 

国土交通省 中国地方整備局 高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所 副所長 

 

（オブザーバー） 

広島県 
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吉井川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 

 

流域治水部会設置要綱（案） 
 

（目的） 
第１条 この要綱は、平成３０年７月豪雨をはじめとした近年の激甚な水害や、

気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、吉井川流域において、あらゆる

関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画

的に推進するための検討・実施状況の確認等を行うことを目的として「吉井川

水系大規模氾濫時の減災対策協議会」（以下「協議会」という）の下に設置す

る「流域治水部会」に関する必要な事項を定めるものとする。 
 
（所掌事項） 
第２条 流域治水部会は、次の事項について所掌する。 
２ 吉井川流域で行う流域治水の検討。 
３ 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、

「流域治水プロジェクト」（案）の作成。 
４ 「流域治水プロジェクト」に基づく対策の実施状況の確認。 
５ その他、流域治水に関して必要な事項。 
６ 流域治水部会で協議した結果について、協議会へ報告。 
 
（組織構成） 
第３条 流域治水部会の組織構成は、以下のとおりとする。 
２ 流域治水部会は、別紙に掲げる部会員をもって構成する。 
３ 流域治水部会は、前項によるもののほか、必要に応じて部会員以外の者の出

席を要請し、意見を聴くことができる。 
 
（会議の公開） 
第４条 流域治水部会は、原則非公開とし、流域治水部会の結果を協議会へ報告

することにより、公開と見なす。 
 
（事務局） 
第５条 流域治水部会の庶務を行うため、事務局を置く。 
２ 事務局は、中国地方整備局 岡山河川事務所、岡山県土木部河川課が務める。 
 
（雑則） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、流域治水部会の運営に関し必要な事項に

ついては、流域治水部会で定めるものとする。 
 
（附則） 本要綱は、令和２年８月７日から施行する。 
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別紙 
吉井川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 流域治水部会 

 
（構成員（案）） 

 

岡山市 下水道河川局 下水道河川計画課 河川防災担当課長 
津山市 危機管理室長 

備前市 危機管理課長 

瀬戸内市 総務部参与兼危機管理課長 

赤磐市 上下水道課長 

美作市 危機管理監 

和気町 都市建設課長 

鏡野町 危機管理監 

勝央町 総務部参事 

奈義町 総務課長 

西粟倉村 総務企画課長 

美咲町 くらし安全課長 

岡山県 土木部河川課長 

岡山県 危機管理課長 

国 土 交 通 省  中 国 地 方 整 備 局  苫 田 ダ ム 管 理 所 長  

気象庁 岡山地方気象台 防災管理官 

国 土 交 通 省  中 国 地 方 整 備 局  岡 山 国 道 事 務 所  管 理 第 二 課 長  

国 土 交 通 省  中 国 地 方 整 備 局  岡 山 河 川 事 務 所  調 査 設 計 課 長  

 

（オブザーバー（案）） 

 

農林水産省 中国四国農政局 吉井川農業水利事業所長 
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旭川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 

 

流域治水部会設置要綱（案） 
 

（目的） 
第１条 この要綱は、平成３０年７月豪雨をはじめとした近年の激甚な水害や、

気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、旭川流域において、あらゆる関

係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的

に推進するための検討・実施状況の確認等を行うことを目的として「旭川水系

大規模氾濫時の減災対策協議会」（以下「協議会」という）の下に設置する「流

域治水部会」に関する必要な事項を定めるものとする。 
 
（所掌事項） 
第２条 流域治水部会は、次の事項について所掌する。 
２ 旭川流域で行う流域治水の検討。 
３ 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、

「流域治水プロジェクト」（案）の作成。 
４ 「流域治水プロジェクト」に基づく対策の実施状況の確認。 
５ その他、流域治水に関して必要な事項。 
６ 流域治水部会で協議した結果について、協議会へ報告。 

 
（組織構成） 
第３条 流域治水部会の組織構成は、以下のとおりとする。 
２ 流域治水部会は、別紙に掲げる部会員をもって構成する。 
３ 流域治水部会は、前項によるもののほか、必要に応じて部会員以外の者の出

席を要請し、意見を聴くことができる。 
 
（会議の公開） 
第４条 流域治水部会は、原則非公開とし、流域治水部会の結果を協議会へ報告

することにより、公開と見なす。 
 
（事務局） 
第５条 流域治水部会の庶務を行うため、事務局を置く。 
２ 事務局は、中国地方整備局 岡山河川事務所、岡山県土木部河川課が務める。 
 
（雑則） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、流域治水部会の運営に関し必要な事項に

ついては、流域治水部会で定めるものとする。 
 
（附則） 本要綱は、令和２年８月７日から施行する。 
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別紙 
旭川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 流域治水部会 

 

（構成員（案）） 

 

岡山市 下水道河川局 下水道河川計画課 河川防災担当課長 

赤磐市 上下水道課長 

真庭市 危機管理監 

新庄村 総務企画課長 

鏡野町 危機管理監 

久米南町 建設水道課長 

美咲町 くらし安全課長 

吉備中央町 総務課長 

岡山県 土木部河川課長 

岡山県 危機管理課長 

気象庁 岡山地方気象台 防災管理官 

国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所 管 理 第 二 課 長  

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所 調 査 設 計 課 長  

 

（オブザーバー（案）） 

 

玉野市 危機管理課長 
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高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 

 

流域治水部会設置要綱（案） 
 

（目的） 
第１条 この要綱は、平成３０年７月豪雨をはじめとした近年の激甚な水害や、

気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、高梁川流域において、あらゆる

関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画

的に推進するための検討・実施状況の確認等を行うことを目的として「高梁

川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」（以下「協議会」という）の下に設置

する「流域治水部会」に関する必要な事項を定めるものとする。 
 

（所掌事項） 
第２条 流域治水部会は、次の事項について所掌する。 
２ 高梁川流域で行う流域治水の検討。 
３ 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、「流

域治水プロジェクト」（案）の作成。 
４ 「流域治水プロジェクト」に基づく対策の実施状況の確認。 
５ その他、流域治水に関して必要な事項。 
６ 流域治水部会で協議した結果について、協議会へ報告。 
 
（組織構成） 
第３条 流域治水部会の組織構成は、以下のとおりとする。 
２ 流域治水部会は、別紙に掲げる部会員をもって構成する。 
３ 流域治水部会は、前項によるもののほか、必要に応じて部会員以外の者の出席

を要請し、意見を聴くことができる。 
 

（会議の公開） 
第４条 流域治水部会は、原則非公開とし、流域治水部会の結果を協議会へ報告

することにより、公開と見なす。 
 
（事務局） 
第５条 流域治水部会の庶務を行うため、事務局を置く。 
２ 事務局は、中国地方整備局 岡山河川事務所、岡山県土木部河川課及び広島県

土木建築局河川課が務める。 
 
（雑則） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、流域治水部会の運営に関し必要な事項に

ついては、流域治水部会で定めるものとする。 
 
（附則） 本要綱は、令和２年８月７日から施行する。 
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別紙 
高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 流域治水部会 

 
（構成員（案））  

 

岡山市 下水道河川局 下水道河川計画課 河川防災担当課長 

倉敷市 危機管理課長 

笠岡市 危機管理部長 

井原市 建設課長 

総社市 危機管理室長 

高梁市 防災復興推進課長 

新見市 危機管理室長 

浅口市 くらし安全課長 

早島町 総務課長 

矢掛町 総務防災課長 

岡山県 土木部河川課長 

岡山県 危機管理課長 

広島県 河川課長 

中国電力株式会社 東部水力センター 土木第六課長 

気象庁 岡山地方気象台 防災管理官 

農林水産省 中国四国農政局 農村振興部 設計課 水利計画官 

国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所 管理第二課長 

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所 調 査 設 計 課 長  

国土交通省 中国地方整備局 高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所 工務課長 

 

（オブザーバー（案）） 

里庄町 農林建設課長 

 



令和2年度
会議 令和3年度以降

流域治水プロジェクト策定に向けたスケジュール（案）

幹
事
会

協
議
会

8月

流
域
治
水
部
会

10月～2月7月

流域治水ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
(中間とりまとめ)の公表

9月

流域治水ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
の公表

公
表
資
料

3月

9月末 3月末

7月20日

8月7日

8月7日

9月中旬

10月～2月

3月中旬～下旬

7月6日
流域治水ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
(素案)の公表

[減災対策協議会（幹事会）]
減災対策協議会規約改定案、
流域治水部会設置要綱案の確
認依頼

流域治水に関する担当窓口登
録依頼

減災協議会・流域治水部会の
日程調整依頼

[減災対策協議会]
減災対策協議会規約改
定案、流域治水部会設
置要綱案の提示・承認

流域治水ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの説
明・協力依頼

[減災対策協議会]
流域治水ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
(中間とりまとめ
案)の提示・承認

[減災対策協議会]
流域治水ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(案)
の提示・承認

[減災対策協議会]
流域治水ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実
施状況ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

規約改定案・
部会設置要綱案
の意見照会
（約2週間）

[第1回部会]
河川対策、流域対策、
ソフト対策に関する
取組内容の登録依頼

[第2回部会]
河川対策、流域対策、
ソフト対策に関する
取組内容の登録依頼、
調整等

流域治水の
議論開始

・各種対策・取組の登録
・必要に応じて個別ヒアリング
（約1ヶ月）

・各種対策・取組の登録
・必要に応じて個別ヒアリング
（約5ヶ月）

国・県のﾊｰﾄﾞ対
策の具体、流域
対策やｿﾌﾄ対策は
方向性を記載

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの目標、
ﾊｰﾄﾞ対策、流域
対策及びｿﾌﾄ対策
は方向性を記載

流域治水に関する
検討体制の整理

国・県のﾊｰﾄﾞ対
策、および流域
対策やｿﾌﾄ対策の
具体を記載

資料6

書面開催

Web開催 Web予定

Web開催 Web予定

対面予定

[第●回部会]
前年度の取組状況の
報告・共有

今後の取組内容の報
告・共有
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